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平
成
20
年
か
ら
24
年
ま
で
の
５

年
間
の
期
間
限
定
で
麻
疹
・
風
疹

の
予
防
接
種
対
象
者
が
拡
大
さ
れ

て
い
ま
す
。

■
拡
大
さ
れ
る
対
象
者

中
学
校
１
年
生
と
高
校
３
年
生

に
相
当
す
る
年
齢
の
方
（
た
だ
し
、

麻
疹
及
び
風
疹
に
既
に
罹
患
し
た

方
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
ワ
ク
チ
ン
を

２
回
接
種
し
た
方
を
除
く
）

■
接
種
時
期

４
月
〜
６
月

■
接
種
方
法

接
種
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
対
象
と
な
る
方
に
個
別
に
通

知
し
ま
す
。

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
肝
臓

機
能
障
害
が
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方

重
症
の
肝
臓
の
機
能
の
障
害
が

永
続
・
固
定
し
て
い
る
状
態
に
あ

り
、
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
が

あ
る
場
合
で
す
。
こ
の
状
態
に
あ

る
か
ど
う
か
は
医
師
が
判
断
し
ま

す
。申

請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
担

当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
た
方
や
既
に
身
体
障
害

者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、
４
級

の
一
部
（
音
声
、言
語
、下
肢
1
号
・

3
号
・
4
号
）、
３
級
、
２
級
及
び

１
級
に
つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
の

障
害
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
75
歳

未
満
（
65
歳
以
上
）
の
方
で
も
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
健
衛
生
係

犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

麻
疹
及
び
風
疹

麻
疹
及
び
風
疹

予
防
接
種
に
つ
い
て

予
防
接
種
に
つ
い
て

福
祉
係

担当

保
健
衛
生
係

担当

住
民
係

担当

担当

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の
加

入
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
後
期

高
齢
者
障
害
認
定
申
請
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
、
担
当
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

に
は
、
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払

い
す
る
こ
と
に
よ
り
割
り
引
き
さ

れ
る
「
前
納
」
や
便
利
で
お
得
な

「
口
座
振
替
」
が
あ
り
ま
す
。

１
年
前
納
は
、
口
座
振
替
、
納

付
書
な
ど
を
利
用
し
て
納
め
ま

す
。口

座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関
ま
た

は
年
金
事
務
所
や
役
場
で
２
月
末

ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。納

付
書
で
納
め
る
場
合
は
、「
前

納
」
と
印
字
さ
れ
た
納
付
書
（
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
た
も

の
）
で
、
４
月
30
日
ま
で
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。
前
納
用
の
納
付
書

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
年
金
事

務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

担当

住
民
係

松
本
年
金
事
務
所

☎
０
２
６
３
（
32
）
５
８
２
１

国
民
年
金
保
険
料
お
得
な

国
民
年
金
保
険
料
お
得
な

１
年
前
納
が
あ
り
ま
す

１
年
前
納
が
あ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

「
障
害
認
定
」
に
つ
い
て

「
障
害
認
定
」
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
手
帳
の
対
象
者

身
体
障
害
者
手
帳
の
対
象
者

が
拡
大
さ
れ
ま
す

が
拡
大
さ
れ
ま
す

犬
を
飼
う
場
合
に
は
、
飼
犬
を

狂
犬
病
か
ら
守
る
と
同
時
に
社
会

に
対
す
る
責
務
と
し
て
、
狂
犬
病

予
防
法
に
基
づ
き
、
生
後
91
日
以

上
の
犬
は
、
生
涯
に
１
回
の
登
録

と
１
年
に
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注

射
の
接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

登
録
は
役
場
で
随
時
で
き
ま

す
。（
１
頭
３
０
０
０
円
）

ま
た
、
春
と
秋
に
各
地
を
ま

わ
っ
て
予
防
注
射
を
実
施
し
て
い

ま
す
の
で
、
毎
年
１
回
犬
に
接
種

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。（
日
程
に
つ

い
て
は
通
知
と
回
覧
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
）
予
防
接
種
の
際
に
登
録

も
で
き
ま
す
。

都
合
に
よ
り
町
の
接
種
時
に
接

種
で
き
な
い
場
合
は
動
物
病
院
で

接
種
し
、
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証

を
役
場
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注
射
済
票
を
交
付
し
ま
す
。（
１

頭
５
５
０
円
）

■
糞
の
後
始
末
に
関
す
る
苦
情
に

つ
い
て

散
歩
中
な
ど
に
糞
の
後
始
末
を

し
な
い
で
放
置
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

人
と
犬
と
の
良
好
な
関
係
を
保
つ

た
め
に
も
、
糞
の
後
始
末
は
飼
主

が
責
任
を
も
っ
て
行
い
ま
し
ょ

う
。

■
犬
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
場
合

万
が
一
犬
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。（
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
い

う
放
送
は
原
則
行
い
ま
せ
ん
が
、

捕
獲
し
た
際
や
目
撃
情
報
が
入
っ

た
場
合
に
対
応
し
や
す
く
な
り
ま

す
）

■
犬
が
死
亡
し
た
場
合

犬
が
死
亡
し
た
場
合
は
担
当
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

前納した場合の割引額（平成21年度額）
お支払い方法 保険料額 割引額

現金で毎月納付
14,660 円× 12 ヶ月

175,920 円
－

現金で１年前納 172,800 円 3,120 円

口座振替で１年前納 172,230 円 3,690 円

※平成22年度は変更になる予定です。
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担当
長
野
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
６
６
５
１

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

取
扱
庁
の
変
更
に
つ
い
て

取
扱
庁
の
変
更
に
つ
い
て

『
女
性
の
健
康
週
間
』

『
女
性
の
健
康
週
間
』

３
月
１
日
〜
８
日
ま
で

３
月
１
日
〜
８
日
ま
で

保
健
衛
生
係

担当

平
成
平
成
2222
年
度
電
気
通
信

年
度
電
気
通
信

サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
募
集

サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
募
集

及
び
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

及
び
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の

ご
相
談
に
つ
い
て

ご
相
談
に
つ
い
て

担当

担当

総
務
省
信
越
総
合
通
信
局

電
気
通
信
事
業
課

☎
０
２
６
（
２
３
４
）
９
９
４
８

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/
soutsu/shinetsu/

（
社
）
日
本
損
害
保
険
協
会

長
野
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
６
（
２
２
６
）
３
５
８
２

長
野
県
総
務
部
広
報
課

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
７
１
１
０

http://w
w
w
.pref.nagano.jp/

soum
u/koho/kenm

in/top.htm

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方

の
保
険
金
請
求
に
関
す
る

の
保
険
金
請
求
に
関
す
る

無
料
相
談
所

無
料
相
談
所

「
平
成

「
平
成
2222
年
度
県
民
参
加
の

年
度
県
民
参
加
の

政
策
づ
く
り
推
進
事
業
」

政
策
づ
く
り
推
進
事
業
」

参
加
グ
ル
ー
プ
の
募
集
に

参
加
グ
ル
ー
プ
の
募
集
に

つ
い
て

つ
い
て

長
野
地
方
法
務
局
木
曽
支
局
で

取
り
扱
っ
て
い
る
商
業
・
法
人
登

記
事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
22
年

３
月
23
日
（
火
）
か
ら
長
野
地
方

法
務
局
法
人
登
記
部
門
で
取
り
扱

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
会
社
・
法
人
の
登
記
事

項
証
明
書
、
印
鑑
証
明
書
（
印
鑑

カ
ー
ド
が
必
要
と
な
り
ま
す
）
の

交
付
事
務
（
動
産
・
債
権
譲
渡
登

記
に
係
る
概
要
記
録
事
項
証
明
書

の
交
付
事
務
を
含
む
）
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
木
曽
支
局
で
も
取

り
扱
い
ま
す
。

ま
た
、
不
動
産
登
記
事
務
に
つ
い

て
は
取
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
取
扱
庁
変
更
後
の
会
社
・
法
人

登
記
に
係
る
ご
相
談
は
、
す
べ

て
長
野
地
方
法
務
局
法
人
登
記

部
門
で
お
受
け
し
ま
す
。

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
て
お
困
り

の
方
の
た
め
に
、「
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
自

動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
な
ら
び

に
任
意
自
動
車
保
険
の
請
求
に
つ

い
て
専
門
の
相
談
員
が
無
料
で
相

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

際
の
疑
問
や
ト
ラ
ブ
ル
（
料
金
や

架
空
・
不
当
請
求
等
）
に
つ
い
て

の
ご
相
談
を
無
料
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

３
月
１
日
か
ら
８
日
ま
で
は
女

性
の
健
康
週
間
で
す
。

乳
が
ん
で
亡
く
な
る
人
は
毎
年

増
加
を
続
け
、
中
高
年
女
性
の
が

ん
の
死
亡
原
因
の
１
位
を
占
め
て

い
ま
す
。
し
か
し
乳
が
ん
は
、
早

期
に
発
見
し
治
療
す
れ
ば
治
癒
率

も
高
い
た
め
、
月
に
1
回
の
自
己

触
診
と
、
２
年
に
1
回
は
定
期
検

診
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

町
で
は
、
２
年
ご
と
の
子
宮
が

ん
・
乳
が
ん
検
診
を
実
施
し
て
い

ま
す
が
、
女
性
特
有
の
が
ん
検
診

事
業
と
し
て
該
当
年
齢
の
方
に
は
、

こ
れ
ら
の
検
診
を
無
料
で
受
け
て

頂
け
ま
す
。
詳
し
く
は
、
担
当
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

担当
長
野
県
で
は
、
県
民
の
皆
様
の

柔
軟
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
発
想
を
県

政
に
活
か
す
た
め
、「
県
民
参
加

の
政
策
づ
く
り
推
進
事
業
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
５
名

以
上
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
政
策
の
提

案
を
い
た
だ
き
、
長
野
県
が
行
う

事
業
に
活
か
し
て
い
こ
う
と
い
う

も
の
で
す
。

■
募
集
期
間

２
月
８
日（
月
）〜
３
月
８
日（
月
）

電
気
通
信
（
携
帯
電
話
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
）
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
利
用
者
の
ご
意
見
や
ご
要
望
を

幅
広
く
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、
今

後
の
情
報
通
信
行
政
に
反
映
さ
せ

る
た
め
、
平
成
22
年
度
の
電
気
通

信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
モ
ニ
タ
ー
の
方
に
は
、

謝
礼
金
が
支
払
わ
れ
、
ア
ン
ケ
ー

ト
（
年
２
回
）
や
モ
ニ
タ
ー
会
議

へ
の
出
席
を
お
願
い
し
て
お
り
ま

す
。
な
お
、
応
募
方
法
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
信
越
総
合
通
信
局
の

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間　

　
３
月
１
日
（
月
）
〜
４
月
２
日
（
金
）

■
募
集
人
員

　

40
名（
長
野
県
・
新
潟
県
各
20
名
）

ま
た
、
電
気
通
信
消
費
者
相
談

セ
ン
タ
ー
（
総
務
省
信
越
総
合
通

信
局
電
気
通
信
事
業
課
）
で
は
、

利
用
者
が
電
話
（
固
定
・
携
帯
）

談
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

■
受
付
時
間

月
曜
〜
金
曜
（
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
５
時

（
来
訪
相
談
を
希
望
の
場
合
は
、

要
事
前
連
絡
）

＊月曜日の窓口延長取扱業務＊
住民係…戸籍・住民票・印鑑などの証明及び印鑑登録
税務係…所得・納税・資産・評価などの証明
会計室…税金・手数料などの納付

＊電子申請取扱業務＊
税務係…家屋変更届（固定資産税）

車検用軽自動車税納税証明書発行受付

保健衛生係…離乳食・幼児食講習会の申し込み

　　　　　　犬の死亡・登録事項変更届

福祉係…介護保険証再交付

上下水道係…水道開栓・閉栓の申し込み

■利用方法　町ホームページのメニュー「電子申
請」からおすすみ下さい。

利用できる手続きの一覧が表示されますので、必

要な届出事項を選択して手続きをしてください。
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